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改

正

後

改

正

前

（
検
定
証
印
を
付
す
る
部
分
）

（
検
定
証
印
を
付
す
る
部
分
）

第
二
十
四
条

検
定
証
印
を
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、
す
り
付
け
印
又

第
二
十
四
条

検
定
証
印
を
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、
す
り
付
け
印
又

は
焼
き
印
に
よ
り
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
計
量
器
の
通
常
の
使

は
焼
き
印
に
よ
り
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
計
量
器
の
本
体
の
通

用
状
態
に
お
い
て
見
や
す
く
消
滅
し
に
く
い
本
体
の
部
分
又
は
本
体
に
取

常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
見
や
す
く
消
滅
し
に
く
い
部
分
又
は
本
体
に
取

り
付
け
た
金
属
片
そ
の
他
の
物
体
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
付
け
た
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
見
や
す
く
消
滅
し
に
く
い
金
属
片

そ
の
他
の
物
体
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
効
期
間
満
了
の
表
示
）

（
有
効
期
間
満
了
の
表
示
）

第
二
十
五
条

検
定
証
印
を
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、
す
り
付
け
印
又

第
二
十
五
条

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
証
印
の
有
効
期

は
焼
き
印
に
よ
り
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の

間
の
満
了
の
年
月
の
表
示
を
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
す
り
付
け

規
定
に
よ
る
検
定
証
印
の
有
効
期
間
の
満
了
の
年
月
の
表
示
は
、
打
ち
込

印
に
よ
り
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
検
定
証
印
に
隣
接
し
た
箇
所
（
金

み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
す
り
付
け
印
に
よ
り
、
検
定
証
印
に
隣
接
し
た

属
片
そ
の
他
の
物
体
に
検
定
証
印
を
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
裏

箇
所
（
金
属
片
そ
の
他
の
物
体
に
検
定
証
印
を
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

面
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
次
の
様
式
一
か
ら
様
式
三
ま

、
そ
の
裏
面
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
次
の
様
式
一
か
ら

で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

様
式
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

上
又
は
左
の
数
字
は
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右
の
数
字
は

お
い
て
、
上
又
は
左
の
数
字
は
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右

月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
西
暦
年
数
に
係
る
表
記
方

法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

様
式
一
～
三

［
略
］

様
式
一
～
三

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
検
定
を
行
っ
た
年
月
の
表
示
）

（
検
定
を
行
っ
た
年
月
の
表
示
）

第
二
十
六
条

検
定
証
印
を
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
、
す
り
付
け
印
又

第
二
十
六
条

法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
検
定
を
行
っ
た
年
月
の
表
示
は
、

は
焼
き
印
に
よ
り
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の

打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
す
り
付
け
印
に
よ
り
（
分
銅
、
お
も
り

検
定
を
行
っ
た
年
月
の
表
示
は
、
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
す
り

及
び
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
非
自
動
は
か
り
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付
け
印
に
よ
り
（
分
銅
、
お
も
り
及
び
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
経
済
産

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
検
定
を
行
っ
た
年
月
を
表
示
す
る
こ

業
省
令
で
定
め
る
非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
検

と
が
、
構
造
及
び
使
用
状
況
か
ら
み
て
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
経
済

定
を
行
っ
た
年
月
を
表
示
す
る
こ
と
が
、
構
造
及
び
使
用
状
況
か
ら
み
て

産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ

方
法
に
よ
り
）
、
検
定
証
印
に
隣
接
し
た
箇
所
に
、
次
の
様
式
一
か
ら
様

て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
）
、
検
定
証
印
に
隣
接
し

式
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

た
箇
所
に
、
次
の
様
式
一
か
ら
様
式
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表
示
す

い
て
、
上
又
は
左
の
数
字
は
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右
の

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
上
又
は
左
の
数
字
は
西
暦
年
数

数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

を
表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右
の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
西
暦
年
数
に
係
る
表
記
方
法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方

法
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

様
式
一
～
三

［
略
］

様
式
一
～
三

［
略
］

（
は
り
付
け
印
に
よ
る
検
定
証
印
の
表
示
）

（
は
り
付
け
印
に
よ
る
検
定
証
印
の
表
示
）

第
二
十
六
条
の
二

検
定
証
印
を
は
り
付
け
印
に
よ
り
付
す
る
場
合
は
、
経

第
二
十
六
条
の
二

は
り
付
け
印
の
形
状
に
よ
り
検
定
証
印
を
表
示
す
る
場

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

合
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

（
装
置
検
査
証
印
）

（
装
置
検
査
証
印
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
装
置
検
査
証
印
の
有
効
期
間
の
満
了
の
年
月

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
装
置
検
査
証
印
の
有
効
期
間
の
満
了
の
年
月

は
、
打
ち
込
み
印
又
は
押
し
込
み
印
に
よ
り
、
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
に
あ

は
、
打
ち
込
み
印
又
は
押
し
込
み
印
に
よ
り
、
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
に
あ

っ
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
装
置
検
査
証
印
を
付
し
た
金
属
片
そ
の
他
の

っ
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
装
置
検
査
証
印
を
付
し
た
金
属
片
そ
の
他
の

物
体
の
裏
面
に
、
次
の
様
式
一
か
ら
様
式
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表

物
体
の
裏
面
に
、
次
の
様
式
一
か
ら
様
式
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
表

示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
上
又
は
左
の
数
字
は
西
暦

示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
上
又
は
左
の
数
字
は
年
を

年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右
の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

表
す
も
の
と
し
、
下
又
は
右
の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
西
暦
年
数
に
係
る
表
記
方
法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め

る
方
法
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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様
式
一

様
式
一

様
式
二

様
式
二

様
式
三

様
式
三

４

［
略
］

４

［
略
］

（
型
式
承
認
表
示
等
）

（
型
式
承
認
表
示
等
）

第
三
十
五
条

型
式
承
認
表
示
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
型
式
承
認
表

第
三
十
五
条

型
式
承
認
表
示
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
型
式
承
認
表

示
を
付
し
た
年
の
表
示
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
次
の
様

示
を
付
し
た
年
の
表
示
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
次
の
様

式
一
又
は
様
式
二
（
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式

式
一
又
は
様
式
二
（
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式

三
か
ら
様
式
六
ま
で
の
い
ず
れ
か
）
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

三
か
ら
様
式
六
ま
で
の
い
ず
れ
か
）
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
様
式
三
か
ら
様
式
六
ま
で
の
右
又
は
下
の
数
字
は
、
型

場
合
に
お
い
て
、
様
式
三
か
ら
様
式
六
ま
で
の
右
又
は
下
の
数
字
は
、
型
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式
承
認
表
示
を
付
し
た
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
西
暦

式
承
認
表
示
を
付
し
た
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
す
る
。

年
数
に
係
る
表
記
方
法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
と
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

様
式
一
～
六

［
略
］

様
式
一
～
六

［
略
］

（
定
期
検
査
済
証
印
）

（
定
期
検
査
済
証
印
）

第
四
十
八
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
定
期
検
査
済
証
印
及
び
定
期
検
査

第
四
十
八
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
定
期
検
査
済
証
印
及
び
定
期
検
査

を
行
っ
た
年
月
の
表
示
は
、
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
は
り
付
け

を
行
っ
た
年
月
の
表
示
は
、
打
ち
込
み
印
、
押
し
込
み
印
又
は
は
り
付
け

印
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

印
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
定
期
検
査
済
証
印
に
は
、
定
期
検
査
を
行
っ
た
都

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
定
期
検
査
済
証
印
に
は
、
定
期
検
査
を
行
っ
た
都

道
府
県
若
し
く
は
特
定
市
町
村
又
は
指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称
（
以
下

道
府
県
若
し
く
は
特
定
市
町
村
又
は
指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
名
称
」
と
い
う
。
）
を
定
期
検
査
済
証
印
に
隣
接
し

こ
の
条
に
お
い
て
「
名
称
」
と
い
う
。
）
を
定
期
検
査
済
証
印
に
隣
接
し

た
箇
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

た
箇
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

定
期
検
査
済
証
印
の
形
状
は
、
次
の
様
式
一
又
は
様
式
二
の
と
お
り

一

定
期
検
査
済
証
印
の
形
状
は
、
次
の
様
式
一
又
は
様
式
二
の
と
お
り

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
様
式
一
中
の
円
内
の
数
字
及
び
様
式
二

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
様
式
一
中
の
円
内
の
数
字
及
び
様
式
二

中
の
円
内
の
上
の
数
字
は
定
期
検
査
を
行
っ
た
年
の
西
暦
年
数
を
表
す

中
の
円
内
の
上
の
数
字
は
定
期
検
査
を
行
っ
た
年
の
西
暦
年
数
を
表
す

も
の
と
し
、
様
式
一
中
の
円
外
の
右
下
の
数
字
及
び
様
式
二
中
の
下
の

も
の
と
し
、
様
式
一
中
の
円
外
の
右
下
の
数
字
及
び
様
式
二
中
の
下
の

数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
西
暦
年
数
に
係
る
表
記
方

数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

。

様
式
一
・
二

［
略
］

様
式
一
・
二

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
計
量
証
明
検
査
済
証
印
等
）

（
計
量
証
明
検
査
済
証
印
等
）

第
五
十
六
条

法
第
百
十
九
条
の
計
量
証
明
検
査
済
証
印
の
形
状
は
、
次
の

第
五
十
六
条

法
第
百
十
九
条
の
計
量
証
明
検
査
済
証
印
の
形
状
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
中
円
外
の
右
下
の
上
の
数

と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
中
円
外
の
右
下
の
上
の
数

字
は
計
量
証
明
検
査
を
行
っ
た
年
の
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
様
式

字
は
計
量
証
明
検
査
を
行
っ
た
年
の
西
暦
年
数
を
表
す
も
の
と
し
、
様
式
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中
円
外
の
右
下
の
下
の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
西
暦

中
円
外
の
右
下
の
下
の
数
字
は
月
を
表
す
も
の
と
す
る
。

年
数
に
係
る
表
記
方
法
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
と
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


